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六
四

労
働
大
臣
が
石
綿
製
造
工
場
等
に
お
け
る
石
綿
関
連
疾
患
の
発

生
防
止
の
た
め
に、

省
令
制
定
権
限
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
が
国
家

賠
償
法
上
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

最
高
裁
平
成
二
六
年
一

0
月
九
日
第
一

小
法
廷
判
決
（
臼
翌
五．（
鯰
[
u

賠
償
請
求
事
件
〔
第一
事
件〕、

平
成
ニ――-
（
受）

）

判
時
ニ
ニ
四
一

号
三
頁

．

ニ
四
五
五
号・
損
害
賠
償
請
求
事
件
〔
第
二
事
件〕

【
事
実
の
概
要】

本
件
は、

大
阪
府
泉
南
地
域
に
存
在
し
た
石
綿
製
品
の
製
造、

加
工

等
を
行
う
工
場
又
は
作
業
場
の
元
従
業
員
又
は
そ
の
承
継
人
で
あ
る
原

告
ら
が、

国
に
よ
る
石
綿
の
粉
じ
ん
規
制
が
十
分
で
な
か
っ
た
た
め
石

綿
工
場
で
の
作
業
に
よ
り
石
綿
肺
な
ど
の
石
綿
関
連
疾
患
に
り
患
し
た

な
ど
と
主
張
し
て
国
（
被
告）

に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で

あ
る。原

告
ら
は、

国
が
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
石
綿
の
粉
じ
ん
規
制
と
し

て、

労
働
省
令
に
よ
り
石
綿
工
場
に
局
所
排
気
装
置
を
設
置
す
る
こ
と

を
使
用
者
に
義
務
付
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
な
ど
と
主
張
し
た。

す
な
わ

ち、

労
働
大
臣
は、

昭
和
四
六
年
四
月
二
八
日、

旧
労
働
基
準
法
（
以

判
例
研
究

東
北
大
学
公
法
判
例
研
究
会

下
「
旧
労
基
法」
と
い
う。）

の
委
任
に
基
づ
き、

特
定
化
学
物
質
等
障
害

予
防
規
則
（
昭
和
四
六
年
労
働
省
令
第一
―
号。

以
下
「
旧
特
化
則」

と
い

う。）

を
制
定
し、

石
綿
粉
じ
ん
を
含
む
有
害
な
粉
じ
ん
の
発
散
源
に

局
所
排
気
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
を
使
用
者
に
義
務
付
け、

使
用
者
が

こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が、

昭

和
三
三
年
頃
に
は
旧
労
基
法
に
基
づ
く
省
令
制
定
権
限
を
行
使
し
て
旧

特
化
則
と
同
様
の
規
制
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
も
の
で
あ

る。
本
件
は、
一

陣
訴
訟
（
第
二
事
件）

と
二
陣
訴
訟
（
第一
事
件）

か
ら

成
る
。
一

陣
訴
訟
で
は、
一

審
は
原
告
の
請
求
を
一

部
認
容
し
た
が

（
大
阪
地
裁
平
成
二
二
年
五
月一
九
日
判
時
二
0
九
三
号
三
頁）、

原
�
は
請
求

を
棄
却
し
た
（
大
阪
高
裁
平
成
二
三
年
八
月
二
五
日
判
時
ニ
―
三
五
号
六
0

頁）
。

二
陣
訴
訟
で
は、
一

審
（
大
阪
地
裁
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
判
タ
一

三
八
六
号一
―
七
頁）、

原
審
（
大
阪
高
裁
平
成
二
五
年―
二
月
二
五
日
民
集
六

八
巻
八
号
九
0
0
頁）

と
も
に、

原
告
の
請
求
を
一

部
認
容
し
た。

最
高

裁
は、
一

陣
訴
訟
に
つ
き、
一

部
破
棄
差
戻
し、
一

部
上
告
棄
却
と

し、

二
陣
訴
訟
に
つ
き、
一

部
破
棄
自
判、
一

部
上
告
棄
却
と
し
た

（一
陣
訴
訟
で
は、

平
成
二
六
年―
二
月
二
六
日
に
差
戻
審
で
あ
る
大
阪
高
裁
に
お

い
て
訴
訟
上
の
和
解
が
成
立
し
て
い
る）
。

以
下
で
は、
一

陣
最
高
裁
判
決、

二
陣
最
高
裁
判
決
を
あ
わ
せ
て
「
本
判
決」

と
い
う。

【
事
実
関
係
お
よ
び
関
係
法
令
の
概
要】

ア

昭
和
二
二
年
に
公
布
さ
れ
た
旧
労
基
法
は、

労
働
者
が
人
た
る
に

値
す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た
す
べ
き
も
の
と
し
て
労
働
条

八
O
I
六
ー
五
0
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件
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
（一
条）

、

使
用
者
は

粉
じ
ん
等
に
よ
る
危
害
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
（
四
二
条
等）

、

労
働
者
は 、

危
害
防
止
の
た
め

に
必
要
な
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
四
四
条）
。

上
記
の
各
規
定
に
違
反
し
た
者
に
は
罰
則
が
科
さ
れ
（一
―

九
条一
号 ‘
―
二
0
条一
号）

、

旧
労
基
法
四
二
条
か
ら
四
四
条
ま
で
の
規

定
に
よ
り
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
及
び
労
働
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項

は 、

命
令
に
委
任
さ
れ
て
お
り
（
四
五
条）

、

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭

和
二
二
年
労
働
省
令
第
五
号 。

以
下
「

旧
安
衛
則」
と
い
う 。）

及
び
旧
特
化
則

が 、

上
記
の
措
置
及
び
事
項
の
具
体
的
内
容
を
定
め
て
い
る 。

イ

昭
和
二
七
年
以
降 、

研
究
者
ら
に
よ
る
石
綿
の
粉
じ
ん
被
害
の
実

態
調
査
が
行
わ
れ
た 。

こ
の
調
査
結
果
等
を
踏
ま
え 、

労
働
省
は 、

昭

和
三
一

年
度
か
ら
昭
和
三
四
年
度
ま
で 、

石
綿
肺
等
の
じ
ん
肺
に
関
す

る
研
究
を
専
門
家
に
委
託
し
た 。

同
時
に 、

昭
和
三
0
年
頃
か
ら
一

般

的
な
形
で
局
所
排
気
装
置
の
設
置
の
行
政
指
導
を
行
っ
た 。

そ
し
て 、

昭
和
三
二
年
九
月 、
「

労
働
環
境
の
改
善
と
そ
の
技
術
ー

局
所
排
気
装

置
に
よ
る
1

」

と
題
す
る
書
籍
（
労
働
省
労
働
基
準
局
労
働
衛
生
課
監
修 。

以
下
「

昭
和
三
二
年
資
料」

と
い
う 。）

を
発
行
し 、

昭
和
三
三
年
五
月
二

六
日
に
は 、

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
宛
て
の
「

職
業
病
予
防
の
た
め

の
労
働
環
境
の
改
善
等
の
促
進
に
つ
い
て
」

と
題
す
る
通
達
（
同
日
基

発
第
三
三
七
号 。

以
下
「

昭
和一――――一
年
通
達」

と
い
う 。）

を
発
出
し
た 。

通

達
で
は 、

局
所
排
気
装
置
の
技
術
方
法
に
つ
い
て
は
昭
和
三
二
年
資
料

を
参
照
す
る
こ
と
と
し
た 。

公
法
判
例
研
究

八
0
ー

六
ー

五

ウ

昭
和
三
五
年
三
月
三
一

日 、

じ
ん
肺
法
が
公
布
さ
れ
た

。

同
法

は 、

石
綿
肺
を
も
含
む
よ
う
に
じ
ん
肺
を
定
義
し 、

事
業
者
（
昭
和
五

二
年
法
律
第
七
六
号
に
よ
る
改
正
前
の
じ
ん
肺
法
に
あ
っ
て
は
「

使
用
者」）

に

対
し 、

じ
ん
肺
の
予
防
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
義
務
を

課
し
て
い
る
（
五
条）
。

工

昭
和
四
七
年
六
月
八
日 、

労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「

安
衛
法」

と

い
う 。）

が
公
布
さ
れ 、

こ
れ
に
伴
い

、

旧
労
基
法
四
二
条
以
下
に
定
め

ら
れ
て
い
た
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
規
定
が
改
正
さ
れ 、

労
働
者
の

安
全
及
び
衛
生
に
関
し
て
は 、

安
衛
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た 。

安
衛
法
は 、

職
場
に
お
け
る
労
働
者
の
安
全
と
健
康
の
確

保
等
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
（一
条）

、

事
業
者
は 、

労
働
者
の
健

康
障
害
の
防
止
等
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
さ
れ
（
二
ニ
条
等）

、

労
働
者
は 、

事
業
者
が
講
ず
る
措
置
に
応

じ
て
必
要
な
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
二
六

条）
。

上
記
の
各
規
定
に
違
反
し
た
者
に
は
罰
則
が
科
さ
れ
る
(-
―
九

条一
号 ‘
―
二
0
条一
号）
。

安
衛
法
二
二
条 、

二
六
条
等
の
規
定
に
よ
り

事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
及
び
労
働
者
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
は 、

労
働
省
令
に
委
任
さ
れ
て
お
り
（
二
七
条）

、

労
働
安
全
衛
生
規

則
（
昭
和
四
七
年
労
働
省
令
第一
二
二
号 。

以
下
「

安
衛
則
L

と
い
う 。）

及
び
特

定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
七
年
労
働
省
令
第
三
九
号 。

以
下

「
特
化
則」

と
い
う 。）

が 、

上
記
の
措
置
及
び
事
項
の
具
体
的
内
容
を
定

め
て
い
る 。

な
お 、

上
記
両
規
則
の
制
定
に
伴
っ
て 、

旧
安
衛
則
及
び

旧
特
化
則
は
廃
止
さ
れ
た 。

80-649 （法学2016)



【

判配
】

本
判
決
は 、

判
断
枠
組
み
を
示
し
た
う
え
で 、

三
つ
の
規
制
権
限

（
局
所
排
気
装
置
の
設
置
の
義
務
付
け
に
関
す
る
規
制
権
限 、

防
じ
ん
マ
ス
ク
に
関

す
る
規
制
権
限 、

抑
制
濃
度
に
関
す
る
規
制
権
限）

の
不
行
使
の
違
法
性
に

つ
き 、

判
示
し
て
い
る 。

本
稿
で
は 、

紙
幅
の
関
係
上 、

あ
て
は
め
に

つ
い
て
は 、

局
所
排
気
装
置
の
設
置
の
義
務
付
け
に
関
す
る
判
旨
の
み

‘

(

2
)
 

を
取
り
上
げ 、

検
討
を
加
え
る 。

一

判
断
枠
組
み

ア

「
国
又
は
公
共
団
体
の
公
務
員
に
よ
る
規
制
権
限
の
不
行
使
は 、

そ
の
権
限
を
定
め
た
法
令
の
趣
旨 、

目
的
や 、

そ
の
権
限
の
性
質
等
に

照
ら
し 、

具
体
的
事
情
の
下
に
お
い
て 、

そ
の
不
行
使
が
許
容
さ
れ
る

限
度
を
逸
脱
し
て
著
し
く
合
理
性
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は 、

そ

の
不
行
使
に
よ
り

被
害
を
受
け
た
者
と
の
関
係
に
お
い
て 、

国
家
賠
償

法
一

条
一

項
の
適
用
上
違
法
と
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る

（
最
高
裁
平
成
一
六
年
四
月
二
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
・

民
集
五
八
巻
四
号一
01――

二
頁 、

最
高
裁
平
成
一
六
年一
0
月一
五
日
第
二
小
法
廷
判
決
・

民
集
五
八
巻
七

号一
八
0
二
頁
参
照）
0

」
（
以
下 、
「

規
制
権
限
の
不
行
使
に
係
る
準
則」

と
す

る 。）
イ

「
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と 、

…
旧
労
基
法
及
び
安
衛
法
が 、

上
記
の
具
体
的
措
置
を
命
令
又
は
労
働
省
令
に
包
括
的
に
委
任
し
た
趣

旨
は 、

使
用
者
又
は
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
の
内
容
が 、

多
岐
に
わ

た
る
専
門
的 、

技
術
的
事
項
で
あ
る
こ
と 、

ま
た 、

そ
の
内
容
を 、

で

き
る
限
り
速
や
か
に 、

技
術
の
進
歩
や
最
新
の
医
学
的
知
見
等
に
適
合

し
た
も
の
に
改
正
し
て
い
く
た
め
に
は 、

こ
れ
を
主
務
大
臣
に
委
ね
る

の
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る 。

以
上
の
上
記
各
法
律
の
目
的
及
び
上
記
各
規
定
の
趣
旨
に
鑑
み
る

と 、

…
労
働
大
臣
の
上
記
各
法
律
に
基
づ
く
規
制
権
限
は 、

粉
じ
ん
作

業
等
に
従
事
す
る
労
働
者
の
労
働
環
境
を
整
備
し 、

そ
の
生
命 、

身
体

に
対
す
る
危
害
を
防
止
し 、

そ
の
健
康
を
確
保
す
る
こ
と
を
そ
の
主
要

な
目
的
と
し
て 、

で
き
る
限
り
速
や
か
に 、

技
術
の
進
歩
や
最
新
の
医

学
的
知
見
等
に
適
合
し
た
も
の
に
改
正
す
べ
く 、

適
時
に
か
つ
適
切
に

行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
前
掲
最
高
裁
平
成
一
六
年
四
月
二
七
日
第

三
小
法
廷
判
決
参
照）
0

」
（
以
下 、
「

適
時
適
切
性
の
準
則」

と
す
る 。）

二

あ
て
は
め
（
局
所
排
気
装
置
の
設
置
の
義
務
付
け
に
つ
い
て）

「
前
記
の
事
実
関
係
等
に
よ
れ
ば 、

石
綿
肺
の
被
害
及
び
そ
の
対
策

の
状
況
等
に
つ
き 、

次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

」

①
「

昭
和

三
三
年
頃 、

石
綿
の
粉
じ
ん
に
よ
る
被
害
が
相
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
た
」 、

②
「

昭
和
三
三
年
三
月
三
一

日
に
さ
れ
た
…

委

託
研
究
の
報
告
に
お
い
て 、

石
綿
肺
の
概
略
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
た
な
ど
と
さ
れ 、

同
日
頃
に
は
石
綿
肺
に
関
す
る
医
学
的
知
見
が

確
立
し
て
い
た
」 、

③
「

昭
和
三
三
年
当
時 、

…
局
所
排
気
装
置
を
設

置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
石
綿
工
場
の
労
働
者
が
石
綿
の
粉
じ
ん
に
ば
く

露
す
る
こ
と
を
相
当
程
度
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
と
認
め
ら
れ
る
」 、

④

「
局
所
排
気
装
置
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
… 、

昭
和
三
0
年
頃
か
ら
局

所
排
気
装
置
の
設
置
を
指
導
し 、

昭
和
三
三
年
通
達
等
を
発
出
し
て
そ

の
普
及
を
図
っ
て
い
た
も
の
の
…

昭
和
四
六
年
当
時
に
お
い
て
も
石
綿

八
0
ー

六
ー

五

80-650 （法学 2016)



工
場
に
お
け
る
局
所
排
気
装
置
に
よ
る
粉
じ
ん
対
策
は
進
ん
で
い
な
か

っ
た。」

「
上
記
の
よ
う
な
昭
和
三
三
年
当
時
の
石
綿
肺
の
被
害
状
況
等
に
加

え
…
局
所
排
気
装
置
の
設
置
に
関
す
る
技
術
的
知
見
に
つ
き、

次
の
よ

う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る。

…
①
局
所
排
気
装
置
は、

そ
の
基
本
構
造

自
体
は
単
純
な
も
の
で
あ
り」、

②
「
昭
和
三
0
年
頃
に
は
局
所
排
気

装
置
の
製
作
等
を
行
う
業
者
も
一

定
数
存
在
し
て
い
た」、

③
「
労
働

省
は、

…
昭
和
三
0
年
頃
か
ら
一

般
的
な
形
で
局
所
排
気
装
置
の
設
置

の
行
政
指
導
を
行
っ
た」、

④
「
昭
和
三
二
年
九
月
に
は、

労
働
省
の

委
託
研
究
の
成
果
と
し
て、

局
所
排
気
装
置
の
設
置
に
向
け
た
…
詳
細

な
検
討
結
果
が
記
載
さ
れ
た
昭
和
三
二
年
資
料
が
発
行
さ
れ
た」、

⑤

「
労
働
省
労
働
基
準
局
長
は、

昭
和
三
三
年
通
達
を
発
出
し、

局
所
排

気
装
置
の
設
置
の
促
進
を
一

般
的
な
形
で
指
示
し
た
上、

そ
の
際
に
は

昭
和
三
二
年
資
料
を
参
照
す
る
こ
と
と
し
た。」

「
さ
ら
に、

…
昭
和
三
三
年
当
時
に
お
け
る
粉
じ
ん
濃
度
の
測
定
技

術
及
び
評
価
指
標
に
つ
き、

…
①
昭
和
三
三
年
に
は、

石
綿
工
場
に
お

い
て
も
粉
じ
ん
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
が
可
能」

と
な
っ
て
お
り、

「
そ
の
使
用
に
特
段
の
支
障
は
な
か
っ
た。

②
同
年
に
は、

粉
じ
ん
濃

度
の
評
価
指
標
と
し
て
恕
限
度
及
び
抑
制
目
標
限
度
が
存
在
し
て
お

り、

こ
れ
ら
は
相
応
の
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た。」

「
以
上
の
諸
点
に
照
ら
す
と、

労
働
大
臣
は、

石
綿
肺
の
医
学
的
知

見
が
確
立
し
た
昭
和
三
三
年
三
月＝
二
日
頃
以
降、

石
綿
工
場
に
局
所

排
気
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
の
義
務
付
け
が
可
能
と
な
っ
た
段
階
で、

公
法
判
例
研
究
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で
き
る
限
り
速
や
か
に、

旧
労
基
法
に
基
づ
く
省
令
制
定
権
限
を
適
切

に
行
使
し、

罰
則
を
も
っ
て
上
記
の
義
務
付
け
を
行
っ
て
局
所
排
気
装

置
の
普
及
を
図
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る。

そ
し
て、

昭
和
三
三
年
に
は、

…
石
綿
工
場
に
局
所
排
気
装
置
を
設
置
す
る
こ
と

を
義
務
付
け
る
た
め
に
必
要
な
実
用
性
の
あ
る
技
術
的
知
見
が
存
在
す

る
に
至
っ
て
い
た
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る。

ま
た、

昭
和
三
三
年

当
時、

石
綿
工
場
に
お
い
て
粉
じ
ん
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

技
術
及
び
有
用
な
粉
じ
ん
濃
度
の
評
価
指
標
が
存
在
し
て
お
り
局
所
排

気
装
置
の
性
能
要
件
を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

で
あ
る。

そ
う
す
る
と、

昭
和
三
三
年
通
達
が
発
出
さ
れ
た
同
年
五
月

二
六
日
に
は、

労
働
大
臣
は
省
令
制
定
権
限
を
行
使
し
て
石
綿
工
場
に

局
所
排
気
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る」。

「
本
件
に
お
け
る
以
上
の
事
情
を
総
合
す
る
と、

労
働
大
臣
は、

昭

和
三
三
年
五
月
二
六
日
に
は、

旧
労
基
法
に
基
づ
く
省
令
制
定
権
限
を

行
使
し
て、

罰
則
を
も
っ
て
石
綿
工
場
に
局
所
排
気
装
置
を
設
置
す
る

こ
と
を
義
務
付
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
り、

旧
特
化
則
が
制
定
さ

れ
た
昭
和
四
六
年
四
月
二
八
日
ま
で、

労
働
大
臣
が
旧
労
基
法
に
基
づ

く
上
記
省
令
制
定
権
限
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
は、

旧
労
基
法
の
趣

旨、

目
的
や、

そ
の
権
限
の
性
質
等
に
照
ら
し、

著
し
く
合
理
性
を
欠

く
も
の
で
あ
っ
て、

国
家
賠
償
法一

条一

項
の
適
用
上
違
法
で
あ
る
と

い
う
べ
き
で
あ
る。」

【

評
釈】
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一

本
判
決
の
意
義

本
判
決
は、

ア
ス
ベ
ス
ト
製
品
工
場
に
お
け
る
労
働
大
臣
の
規
制
権

限
の
不
作
為
に
関
し、

違
法
性
お
よ
び
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
初
め

て
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る。

行
政
庁
の
規
制
権
限
の
不
作
為
を
理
由
と

す
る
国
家
賠
償
請
求
を
最
高
裁
が
認
め
た
の
は、

平
成
十
六
年
筑
豊
じ

ん
肺
最
高
裁
判
決、

同
年
水
俣
病
関
西
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
続
き、

三

件
目
と
な
る。

本
稿
で
は、

両
最
高
裁
判
決
と
の
比
較
を
も
と
に
本
判
決
の
論
理
構

成
に
つ
き
検
討
を
加
え
る。

結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば、

本
判
決
は、

次
の
意
義
を
有
し
て
い
る。

す
な
わ
ち、
一

方
で、

筑
豊
じ
ん
肺
最
高

裁
判
決
の
判
断
枠
組
み
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
（
二）
、

他
方
で、

通
達
等
の
行
政
過
程
を
も
慎
重
に
審
査
し、

違
法
性
の
発
生

時
点
を
判
断
し
て
い
る
点
で、

先
の
最
高
裁
判
決
と
比
べ
、

審
査
密
度

の
高
さ
を
示
し
た
と
思
わ
れ
る
（
三）
。

二

判
断
枠
組
み
に
つ
い
て

1

規
制
権
限
の
不
行
使
に
係
る
準
則
（
判
断
枠
組
み
〔
ア〕）

本
判
決
は、

ま
ず、

筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
と
水
俣
病
関
西
訴
訟

最
高
裁
判
決
を
引
用
し
た
う
え
で、
一

般
的
準
則
を
説
示
す
る。
「
不

作
為
が
許
容
さ
れ
る
限
度
を
逸
脱
し
て
著
し
く
合
理
性
を
欠
く」

場
合

に
違
法
性
を
認
め
る
と
い
う
判
断
枠
組
み
は、

ク
ロ
ロ
キ
ン
最
高
裁
判

決
（
平
成
七
年
六
月
二
三
日
第
二
小
法
廷
判
決
・

民
集
四
九
巻
六
号
一

六
0
0

頁）

で
用
い
ら
れ
て
以
降、

行
政
庁
の
規
制
権
限
の
不
作
為
の
事
例
に

お
け
る
判
例
法
理
と
な
っ
て
お
り、

本
判
決
も
そ
の
立
場
を
維
持
す

る。

な
お、
一

陣
高
裁
判
決
の
独
自
の
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
は
多
く

(
3)
 

の
評
釈
が
存
在
し
て
お
り、

本
稿
で
は
割
愛
す
る。

2

適
時
適
切
性
の
準
則
（
判
断
枠
組
み
〔
イ〕）

つ
ぎ
に、

本
判
決
は、

適
用
法
令
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し、

法
律
の

委
任
を
受
け
た
大
臣
の
規
制
権
限
の
不
行
使
に
対
す
る
判
断
枠
組
み
を

説
示
す
る
。

前
記
1
の
準
則
で
は、

筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
に
加

え、

水
俣
病
関
西
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
も
引
用
し
て
い
る
一

方
で、

適

時
適
切
性
の
準
則
で
は、

筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
の
み
を
引
用
し
て

い
る。

労
働
安
全
衛
生
に
係
る
事
案
と
い
う
同
一

性
も
理
由
と
な
り
う

る
が、

筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
の
み
を
引
用
し
た
こ
と
に
積
極
的
意

(

4
)
 

義
を
見
出
す
立
場
に
立
つ
な
ら
ば、

本
判
決
は、

筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁

判
決
と
水
俣
病
関
西
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
違
い
を
意
識
し
た
も
の
と
捉

え
ら
れ
う
る。

筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
と
水
俣
病
関
西
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
判
断

枠
組
み
の
違
い
は、

法
律
に
基
づ
く
委
任
命
令
の
性
格
に
関
す
る
文
言

（
適
時
適
切
性
の
準
則
の
前
半
の
段
落）

と、

そ
の
あ
と
に
続
く
「
で
き
る

限
り
速
や
か
に、

技
術
の
進
歩
や
最
新
の
医
学
的
知
見
等
に
適
合
し
た

も
の
に
改
正
す
べ
く」

と
い
う
文
言
の
有
無
で
あ
る。

こ
れ
は、

念
頭

に
置
か
れ
て
い
る
の
が
命
令
制
定
・

改
正
権
限
で
あ
る
か、

同
権
限
を

前
提
と
し
た
う
え
で
の
大
臣
の
個
別
の
規
制
権
限
（
行
政
処
分）

で
あ

る
か
の
違
い
の
よ
う
に
思
わ
れ
る。

事
実
関
係
や
判
決
文
か
ら、

筑
豊

じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
は
前
者、

水
俣
病
関
西
訴
訟
最
高
裁
判
決
は
後
者

に
位
置
付
け
ら
れ
う
る。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と、

命
令
制
定
・

改
正

八
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権
限
が
ま
さ
に
問
題
と
な
っ
た
本
件
で、

筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
を

引
用
し
た
準
則
を
示
し
た
こ
と
は、

適
切
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
よ
う。

以
上
の
理
解
に
基
づ
け
ば、

本
判
決
で
は、

ま
ず
「
許
容
さ
れ
る
限

度
を
逸
脱
し
て
著
し
く
合
理
性
を
欠
く」

と
い
う
定
式
を
採
用
し、

つ

(

5
)
 

ぎ
に
命
令
制
定
・

改
正
権
限
の
性
質
（
迅
速
性
と
専
門
技
術
性）

お
よ
び

本
件
の
審
査
対
象
が
同
権
限
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え、

筑
豊
じ
ん
肺
最

高
裁
判
決
（
の
み）

が
妥
当
す
る
こ
と
（
す
な
わ
ち、
「
で
き
る
限
り
速
や
か

に、

技
術
の
進
歩
や
最
新
の
医
学
的
知
見
等
に
適
合
し
た
も
の
に
改
正
す
べ
く」

の
文
言
が
必
要
で
あ
る
こ
と）

を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。

問
題
は、
「
で
き
る
限
り
速
や
か
に、

技
術
の
進
歩
や
最
新
の
医
学

的
知
見
等
に
適
合
し
た
も
の
に
改
正
す
べ

く」

の
文
言
の
意
義
で
あ

る
。

か
か
る
文
言
の
有
無
は、

命
令
制
定
・

改
正
権
限
の
不
作
為
と
通

常
の
規
制
権
限
の
不
作
為
に
対
す
る
統
制
の
仕
方
の
差
異
に
由
来
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

後
者
に
関
す
る
裁
判
例
を
見
る
に、

被
侵
害
利
益

の
重
要
性
や
侵
害
の
程
度
の
重
大
性
が
重
要
な
判
断
要
素
と
し
て
示
さ

(

6
)
 

れ
る
傾
向
が
う
か
が
え
る
（
水
俣
病
関
西
訴
訟
最
高
裁
判
決、

広
島
地
裁
平

(

7
)

 

成
二
四
年
九
月
二
六
日
判
決
判
時
ニ
―

七
0
号
七
六
頁
等）
。

こ
れ
に
対
し、

「
で
き
る
限
り
速
や
か
に、

技
術
の
進
歩
や
最
新
の
医
学
的
知
見
等
に

適
合
し
た
も
の
に
改
正
す」

る
義
務
が
判
断
枠
組
み
で
指
摘
さ
れ
た
本

判
決
や
筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
で
は、

明
ら
か
に
保
護
法
益
の
性
質

(

8
)
 

の
位
置
付
け
は
後
退
し
て
い
る
。

代
わ
り
に、

判
断
要
素
に
お
い
て
決

め
手
と
な
っ
た
の
が、
「
医
学
的
知
見」

と
「
技
術
の
進
歩
（
技
術
的
知

見）
」

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に、

通
常
の
規
制
権
限
の
場
合
に
は、

公
法
判
例
研
究
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《
侵
害
の
程
度
が
甚
だ
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点
に
お
い
て

権
限
を
行
使
す
べ

き
〉

と
の
規
範
が
示
さ
れ
て
い
る
一

方、

命
令
制

定
・

改
正
権
限
の
場
合
に
は、
〈
侵
害
の
程
度
が
重
大
で
な
く
と
も、

医
学
的
知
見
お
よ
び
技
術
的
知
見
が
確
立
し
た
時
点
に
お
い
て
権
限
を

(

9
)

行
使
す
べ
き
》

と
の
規
範
が
示
さ
れ
て
い
る
。

権
限
行
使
の
不
作
為
に

関
す
る
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
の
事
案
で
は、

通
常
の
規
制
権
限
よ
り
も

命
令
制
定
・

改
正
権
限
の
ほ
う
が、

作
為
義
務
が
生
じ
る
時
点
と
い
う

意
味
に
お
い
て、

厳
格
な
統
制
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う。

さ

ら
に、
「
で
き
る
限
り
速
や
か
に
」

の
文
言
を
加
え
る
こ
と
で、

権
限

の
行
使
時
期
に
対
す
る
厳
格
な
統
制
の
判
断
枠
組
み
を
示
し
た
の
が
筑

豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
で
あ
り、

そ
の
あ
て
は
め
を
よ
り
緻
密
に
行

い
、

統
制
を
強
め
た
結
論
を
示
し
た
の
が
本
判
決
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

な
お
、
「
で
き
る
限
り
速
や
か
に
…
改
正
す
べ

く」

の
あ
と
に
つ
づ

く
「
適
時
に
か
つ
適
切
に
行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
」

の
判
示
部
分
は、

命
令
制
定
・

改
正
権
限
に
限
ら
ず
引
照
さ
れ
う
る
。

事
実、

筑
豊
じ
ん

肺
最
高
裁
判
決
以
降、

水
俣
病
関
西
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
は
じ
め、

し

ば
し
ば
裁
判
例
に
登
場
し
て
お
り、

通
常
の
規
制
権
限
に
お
い
て
も
通

用
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る。

1

1一

あ
て
は
め
に
つ
い
て

1

違
法
性
の
判
断
要
素

本
判
決
は、

い
わ
ゆ
る
裁
量
権
収
縮
論
に
基
づ

く
要
素
（
予
見
可
能

性、

結
果
回
避
可
能
性
等）

を
明
示
す
る
こ
と
な
く、

か
つ
、

そ
れ
ら
の

80-653 （法学2016)



要
素
を
す
べ
て
盛
り
込
ん
だ
判
断
を
行
っ
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち、

期

待
可
能
性
（
相
当
性）

や
補
充
性
等
の
要
素
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で

も
な
く、

総
合
考
慮
に
よ
り
違
法
を
認
定
し
て
い
る。

関
連
法
令
の
解

釈
か
ら
離
れ
た
要
素
の
類
型
化、

な
い
し
加
重
と
は
距
離
を
置
き、

最

高
裁
の
立
場
と
い
え
る
法
令
の
解
釈
を
基
点
と
し
た
総
合
的
な
考
慮
に

徹
し
た
と
い
え
る。

か
か
る
総
合
考
慮
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
は、

前

述
の
通
り、
「
医
学
的
知
見」

と
「
技
術
的
知
見」

で
あ
る
。

事
実
認

定
を
説
示
し
た
う
え
で、

改
め
て
こ
れ
ら
の
知
見
の
確
立
が
あ
っ
た
こ

と
を
明
示
し、

そ
の
確
立
時
点
を
軸
に
違
法
性
を
認
定
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る。

こ
れ
ら
の
要
素
の
重
み
づ
け
は、

適
時
適
切
性
の
準
則
内
の

命
令
制
定
・

改
正
権
限
へ
の
規
律
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
り、

判
断
枠

組
み
と
あ
て
は
め
の
対
応
と
し
て
適
切
な
も
の
と
評
価
で
き
る。

筑
豊

じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
お
よ
び
本
判
決
に
よ
っ
て、

命
令
制
定
・

改
正
権

限
の
不
行
使
の
事
例
に
お
け
る
判
断
枠
組
み
と
そ
れ
に
基
づ
く
判
断
要

素
の
範
例
が
示
さ
れ
た
と
い
え
よ
う。

た
だ
し、

筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁

判
決
は、
「
医
学
的
知
見」

と
「
こ
れ
に
基
づ
く
じ
ん
肺
法
制
定
の
趣

旨」

に
沿
っ
た
見
直
し
が
必
要
で
あ
っ
た
と
判
示
し
て
お
り、

や
や
体

裁
を
異
に
す
る
が、

こ
れ
は
後
述
す
る
本
判
決
に
お
け
る
通
達
へ
の
着

目
が
理
由
で
あ
る。

な
お、

本
判
決
が
生
命、

身
体
等
の
保
護
法
益
の
重
大
性
お
よ
び
被

(
11)
 

害
の
深
刻
さ
を
重
視
し
た
と
評
す
る
こ
と
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る。

か
か
る
評
価
は
一

陣
高
裁
判
決
と
の
比
較
に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
う

る
。

石
綿
製
品
の
社
会
的
必
要
性
や
工
業
的
有
用
性
を
も
考
慮
に
入
れ

た
う
え
で、

原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
一

陣
高
裁
判
決
と
比
べ
る
な
ら

ば、

た
し
か
に
生
命
・

身
体
等
の
利
益
を
重
視
し
た
と
い
え
る
が、
一

陣
高
裁
判
決
の
特
異
性
は
先
行
評
釈
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
り、

筑
豊

じ
ん
肺
判
決
や
他
の
関
連
判
決
に
照
ら
し
た
場
合、

か
か
る
評
価
は
的

(
12)
 

確
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る。

2

違
法
性
の
基
準
時

さ
ら
に
本
判
決
の
あ
て
は
め
に
特
徴
的
な
の
は、

行
政
指
導
や
通
達

(
13)
 

で
は
設
置
普
及
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
の
指
摘
で
あ
る。

本
判
決
で
は、

昭
和
三
三
年
の
通
達
の
発
出
が、

技
術
的
知
見
の
確

立
の
決
め
手
と
な
っ
て
い
る。

装
置
の
単
純
さ
や
製
作
業
者
の
存
在、

行
政
指
導
に
加
え、

通
達
で
の
設
置
義
務
付
け
の
指
示
を
も
っ
て、

技

術
的
知
見
は
確
立
し
て
い
た
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一

方、

筑

豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
で
は、
「
昭
和
三
0
年
代
初
頭
ま
で
に
は
」

等

(

14
)

 

と
工
学
的
知
見
の
確
立
時
期
が
曖
昧
で
あ
る。

ゆ
え
に、

昭
和
三
五
年

じ
ん
肺
法
制
定
の
立
法
過
程
に
着
目
し、

同
法
制
定
時
を
違
法
性
認
定

の
契
機
と
し
て
い
る
。

通
達
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

本
判
決
で

は、

違
法
性
認
定
の
契
機
を
昭
和
三
五
年
の
じ
ん
肺
法
制
定
時
よ
り
二

年
早
い
時
点
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

医
学
的
知
見
の
確
立
時
期
に
関
し
て
も
本
判
決
は、

筑
豊
じ
ん
肺
最

高
裁
判
決
と
は
異
な
る
判
断
を
下
し
た
。

筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決

は、

じ
ん
肺
法
制
定
に
向
け
た
審
議
会
医
学
部
会
の
意
見
公
表
時
（
昭

和
三
四
年
九
月）

を
医
学
的
知
見
の
確
立
時
期
と
し
た
一

方、

本
判
決

八
O
I

六
ー

五
六
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は 、
労
働
省
の
委
託
研
究
の
報
告
日
（
昭
和
三
三
年
三
月
三一
日）
と
し

て
お
り 、
行
政
内
部
に
お
け
る
経
緯
を
よ
り

仔
細
に
検
討
し
て
い
る 。

も
っ
と
も 、
か
よ
う
な
審
査
は
本
件
二
陣
高
審
判
決
が
先
に
行
っ
た
も

の
で
あ
り 、
最
高
裁
は
そ
れ
を
支
持
し
た
こ
と
に
な
る 。
行
政
内
部
の

経
緯
に
よ
り
踏
み
込
ん
だ
時
期
の
画
定
に
関
し
て
は 、
筑
豊
じ
ん
肺
最

(

15
)
 

高
裁
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
そ
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に

評
価
に
値
す
る一
方
で 、
実
務
上 、
行
政
庁
に
対
し
行
政
立
法
の
見
直

し
に
関
す
る
よ
り
厳
格
な
行
為
規
範
が
示
さ
れ
た
と
い
え
る 。

も
っ
と
も 、
通
達
等
の
行
政
内
部
の
過
程
や
行
政
指
導
等
の
事
実
行

為
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が 、
必
ず
し
も
本
判
決
の
よ
う
な
違
法
性
の

（
早
期
の
時
点
で
の）
認
定
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い 。
事
実 、
前
述

の
ク
ロ
ロ
キ
ン
最
高
裁
判
決
お
よ
び
宅
建
業
法
最
高
裁
判
決
（
平
成
元

年―
一
月
二
四
日
第
二
小
法
廷
判
決・
民
集
四
三
巻一
0
号一
―
六
九
頁）
は 、

行
政
指
導
に
よ
る
対
応
を
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
違
法
性
を
否
定
し
て

い
る 。
法
的
拘
束
力
の
な
い
手
段
で
あ
れ
行
政
が
何
ら
か
の
措
置
を
と

っ
て
い
た
点
に
つ
き 、
十
分
で
は
な
い
と
断
じ
な
が
ら
も一
定
の
評
価

を
与
え
た
両
判
決
の
立
場
か
ら
転
じ
て 、
最
高
裁
は 、
そ
れ
ら
の
措
置

を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば 、
命
令
制
定・
改
正
権
限
の
行
使
は
可
能

だ
っ
た
の
で
あ
り 、
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
の
考
え
を
も
っ
て 、
違
法
性

(

16
)
 

を
—
|

よ
り
早
期
の
時
点
で

l
認
め
た 。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

も 、
本
判
決
の
厳
格
な
審
査
態
度
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る 。

な
お 、
本
判
決
は 、
罰
則
を
も
っ
た
設
置
義
務
付
け
規
定
の
必
要
性

を
判
示
し
た一
方 、
か
か
る
規
定
を
設
け
た
後
の
執
行
状
況
に
は
最
高

公
法
判
例
研
究

八
O
I

六
ー
五
七

裁
（
お
よ
び
下
級
審）
は
関
知
し
て
い
な
い 。
す
な
わ
ち 、
罰
則
を
も
っ

た
規
定
を
設
け
た
昭
和
四
六
年
四
月
二
八
日
（
旧
特
化
則
制
定）
ま
で
の

違
法
性
を
審
査
し 、
違
法
と
判
断
す
る
に
と
ど
め
た 、
と
も
い
え
る 。

こ
の
時
点
以
降
に
石
綿
製
品
の
製
造
等
に
従
事
し
た
原
告
の
救
済
が
斥

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と 、
規
定
の
執
行
状
況
に
ま
で
踏
み

込
ん
だ
規
制
権
限
の
不
行
使
を
争
う
余
地
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る 。四

本
判
決
の
射
程

あ
く
ま
で 、
本
判
決
は
適
用
法
令
の
目
的
を
基
点
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら 、
事
例
判
決
に
と
ど
ま
る 。
た
だ
し 、
裁
判
実
務
へ
の
影
響
は
以

下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う 。

第一
に 、
適
時
適
切
性
の
準
則
に
つ
き 、
「

で
き
る
限
り
速
や
か
に 、

技
術
の
進
歩
や
最
新
の
医
学
的
知
見
等
に
適
合
し
た
も
の
に
改
正
す
べ

く」
の
判
示
は 、
法
律
の
包
括
的
委
任
を
受
け
た
命
令
制
定・
改
正
権

限
が
問
題
と
な
る
事
例
に
お
い
て
引
照
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い 。
た
だ

し 、
行
政
手
続
法一二
八
条
二
項
所
定
の
行
政
立
法
の一
般
的
見
直
し
義

務
の
み
な
ら
ず 、
専
門
技
術
に
適
合
し
た
規
定
へ
の
迅
速
な
見
直
し
義

務
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は 、
生
命 、
健
康
等
の
利
益
の
保
護

を
目
的
と
す
る
法
令
が
問
題
と
な
る
事
案
で
あ
る
こ
と
が
理
由
と
な
り

(

17
)
 

う
る 。
こ
の
こ
と
か
ら 、
右
判
示
の
射
程
は 、
か
か
る
利
益
の
保
護
を

目
的
と
す
る
法
律
の
包
括
的
委
任
を
受
け
た
命
令
制
定・
改
正
権
限
が

争
わ
れ
て
い
る
事
例
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る 。

第
二
に 、
同
準
則
に
つ
き 、
「

適
時
に
か
つ
適
切
に
行
使
さ
れ
る
べ

80-655 （法学 2016)



き
も
の
で
あ
る
L

の
判
ホ
は
よ
り
広
い
射
程
を
有
す
る。

こ
の
判
示
が

用
い
ら
れ
た
判
決
に
お
い
て
も、

生
命、

身
体
等
の
利
益
の
保
護
を
目

的
と
す
る
規
制
権
限
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら、

か
か
る
目
的

が
権
限
行
使
の
適
時
適
切
性
を
要
請
す
る
論
理
構
成
は
広
く
用
い
ら
れ

う
る。但

し、

生
命、

身
体
等
の
保
護
法
益
は、

適
時
適
切
性
の
準
則
が
用

い
ら
れ
る
事
案
の
前
提
と
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り、

違
法
性
の

判
断
要
素
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
は
別
の
議
論
で
あ
る
こ

と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る。

右
準
則
を
要
請
す
る
前
提
条
件
と
し

て
八
す
な
わ
ち
準
則
の
射
程
と
し
て
保
護
法
益
は
論
じ
ら
れ
う
る。

違

法
性
判
断
に
お
け
る
位
置
付
け
は
前
述
の
通
り、

規
制
権
限
の
性
質
に

応
じ
た
準
則
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

第
三
に、

医
学
的
知
見
の
確
立
時
期
に
つ
き、

建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
訴

訟
判
決
に
お
い
て、

本
判
決
同
様、

研
究
報
告
が
な
さ
れ
た
昭
和
三
三

年
三
月
＝
二

日
時
点
を
契
機
と
す
る
判
断
が
す
で
に
現
れ
て
い
ぶ。

今

後
の
ア
ス
ベ
ス
ト
関
連
訴
訟
は
も
と
よ
り、

医
学
的
知
見
の
確
立
が
違

法
性
の
判
断
要
素
と
な
る
事
例
に
お
い
て、

本
判
決
の
判
断
は
少
な
か

ら
ぬ
影
響
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る。

(
1)

二
陣
訴
訟
に
お
け
る
判
旨
を
引
用
し
て
い
る
。
一

陣
訴
訟
最
高
裁
判
決
で

は、

二
陣
訴
訟
同
判
決
の
あ
て
は
め
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た、

昭
和
三
三
年
当
時

（
高
畑

柊
子）

に
お
け
る
粉
じ
ん
濃
度
の
測
定
技
術
及
び
評
価
指
標
の
有
効
性
の
記
述
が
な
い

が、

こ
れ
は、
一

陣
訴
訟
高
裁
判
決
が
こ
の
点
の
事
実
を
認
定
し
な
か
っ
た
こ
と

に
由
来
す
る
。

こ
の
点
以
外
で
両
判
決
に
異
な
る
点
は
な
く、

こ
の
点
の
事
実
認

定
の
有
無
は
結
論
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
重
要
性
は
有
し
な
い
と
い
え
る
。

(
2)

な
お、

防
じ
ん
マ
ス
ク
に
関
し、

違
法
性
を
否
定
し
た
本
判
決
は、

他
の
石

綿
肺
関
連
裁
判
例
や
原
審
と
の
比
較
に
お
い
て、

微
妙
な
判
断
を
下
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち、

本
判
決
は、
「
石
綿
工
場
に
お
け
る
粉
じ
ん
対
策
と
し
て
は
…
防
じ

ん
マ
ス
ク
は
補
助
的
手
段
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ」

り、

平
成
七
年
の
特
化
則
改

正
に
基
づ
く
事
業
者
に
対
す
る
労
働
者
の
防
じ
ん
マ
ス
ク
着
用
義
務
付
け
規
定
の

追
加
以
前
の
、

事
業
者
へ

の
防
じ
ん
マ
ス
ク
準
備
義
務
と
労
働
者
の
着
用
義
務

（
旧
安
衛
則
一

八
一

条、
一

八
五
条）

等
を
も
っ
て、
「
労
働
者
の
防
じ
ん
マ
ス
ク

の
使
用
は
相
当
程
度
確
保
さ
れ
る
」

と
判
示
し
た
。

と
り
わ
け、

違
法
性
の
否
定

に
作
用
し
た
の
は、

専
ら
本
件
事
案
に
お
け
る
防
じ
ん
マ
ス
ク
の
補
助
的
手
段
た

る
性
格
で
あ
る
が、

補
助
的
手
段
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
違
法
性
の
判
断
過
程
に
お

け
る
審
査
密
度
が
局
所
排
気
装
置
の
場
合
に
比
べ
、

明
ら
か
に
希
薄
で
あ
っ
た

点、

二
陣
高
裁
判
決
が、

石
綿
肺
以
外
の
疾
患
（
肺
が
ん
や
中
皮
腫）

と
ば
く
露

の
関
連
に
関
す
る
医
学
的
知
見
が
昭
和
四
六
年
以
降
に
は
確
立
し
て
い
た
こ
と
な

ど
か
ら
「
よ
り
徹
底
し
た
石
綿
粉
じ
ん
ば
く
露
対
策
が
求
め
ら
れ
て
お
り、

そ
の

た
め
に
は、

局
所
排
気
装
置
に
よ
る
粉
じ
ん
の
飛
散
防
止
等
の
対
策
と
と
も
に
粉

じ
ん
の
吸
引
を
防
ぐ
た
め
の
防
じ
ん
マ
ス
ク
の
使
用
も
重
要
で
あ
る
」

と
判
示

し、

平
成
四
七
年
九
月
三
0
日
以
降、

平
成
七
年
四
月
一

日
ま
で
の
不
作
為
の
違

法
性
を
認
め
た
点
な
ど
を
鑑
み
る
に、

本
判
決
の
防
じ
ん
マ
ス
ク
に
関
す
る
判
断

過
程
と
そ
の
結
論
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

(
3)

一

陣
高
裁
判
決
の
評
釈
と
し
て、

吉
村
良
一

「
判
批」

法
時
八
三
巻
―

二
号

（
二
0
―
一

年）

六
八
頁、

下
級
審
判
決
全
体
の
評
釈
と
し
て、

野
呂
充
「
判
批」

法
時
八
四
巻
一

0
号
（
二
0
―

二

年）

六
四
頁、

二
陣
高
裁
判
決
の
評
釈
と
し

て、

朝
田
と
も
子
「
判
批」

法
セ
ミ
七
一

五
号
（
二
0
一

四
年）

一

四
七
頁、

大

八
0
1
六
ー
五
八
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久
保
規
子
「

判
批」
環
境
と
公
害
四
四
巻一
号
（
二
0一
四
年）
ニ
ニ
頁
が
あ

る 。
本
判
決
の
評
釈
と
し
て 、
大
塚
直
「

判
批」
民
事
判
例
x
（
二
0-
五
年）

―
―
四
頁 、
山
下
竜一
「

判
批」
法
セ
ミ
七
二
0
号
（
二
0一
五
年）
―
-
五

頁 、
久
松
弥
生
「

判
批」
ジ
ュ
リ
臨
時
増
刊一
四
七
九
号
（
二
0一
五
年）
五
四

頁 、
鎌
田
幸
夫
「

判
批」
労
働
法
律
旬
報一
八
三
七
号
（
二
0一
五
年）
七
頁 、

戸
部
真
澄
「

判
批」
新・
判
例
解
説
Watch
―
六
号
（
二
0一
五
年）
六
七
頁 、

松
本
和
彦
「

判
批」
法
時
八
七
巻
二
号
（
二
0一
五
年）
九
二
頁
が
あ
る 。

(

4
)

本
件
訴
訟
の
下
級
審
判
決
が
出
た
段
階
で 、
こ
れ
ら
の
判
決
が
「

先
例」
と

し
て
筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し

て 、
高
木
光
「

省
令
に
よ
る
規
制
権
限
の
ぶ

性
質
論」
||

泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト

国

賠
訴
訟
を
素
材
と
し
て

ー」
N
B
L
九
八
四
号
（
二
0―
二
年）
三
六
頁
以
下

参
照 。

(

5
)

な
お 、
迅
速
性
と
専
門
技
術
性
と
は 、
本
判
決
に
お
い
て
も
説
示
さ
れ
て
い

る
通
り 、
法
律
に
よ
る
包
括
的
委
任
を
正
当
化
す
る
要
素
で
あ
る 。
し
た
が
っ

て 、
こ
の
二
つ
の
要
素
を
性
質
と
し
て
有
す
る
命
令
制
定・
改
正
権
限
は 、
包
括

的
委
任
を
前
提
と
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る 。

(

6
)

「
…
し
か
も 、
水
俣
病
に
よ
る
健
康
被
害
の
深
刻
さ
に
か
ん
が
み
る
と 、
直

ち
に
こ
の
権
限
を
行
使
す
べ
き
状
況
に
あ
っ
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る 。
L

（
判
時一
八
七
六
号一
0
頁）

(

7
)

「
県
知
事
の
上
記
権
限
の
不
行
使
は 、
…

近
隣
住
民
の
生
命 、
身
体
に
危
害

を
生
じ
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら 、
…

国
家
賠
償
法一
条一
項

の
適
用
上
違
法
と
な
る」

(

8
)

本
件一
陣一
審
判
決
及
び
二
陣一
審
判
決
は 、
裁
判
所
の
判
断
の
部
分
で 、

「
石
綿
粉
じ
ん
ば
く
露
に
よ
る
健
康
被
害
が
不
可
逆
的
で
重
篤
化
す
る
と
い
う
特

質
を
有
す
る
こ
と
に
照
ら
す
と 、
そ
の
対
策
は
喫
緊
の
重
要
課
題
で
あ
っ
た
…」

（一
陣一
審
判
決
は
加
え
て
「

労
働
者
の
健
康
や
生
命
の
安
全
を
蔑
ろ
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る」
と
す
る 。）
等
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か

公
法
判
例
研
究

八
0
1
六
ー
五
九

ら 、
生
命 、
身
体
等
の
利
益
の
保
護
を
重
視
し
た
と
い
え
る
が 、
二
陣
高
裁
判
決

は
医
学
的
知
見
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断
の
部
分
で 、
「

石
綿
肺
は
他
の
じ
ん
肺

と
同
様
に 、
進
行
性・
不
可
逆
性
と
い
う
特
徴
を
持
っ
た
慢
性
か
つ
重
篤
な
疾
患

で
あ
る
こ
と
の
医
学
的
知
見
が
集
積
さ
れ
て
い
た」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
り 、
最

高
裁
で
は 、
石
綿
肺
や
健
康
被
害
の
情
報・
状
況
に
つ
き 、
原
審
の
確
定
し
た
事

実
関
係
の
概
要
で
触
れ
る
に
と
ど
ま
り 、
判
断
の
部
分
で
は
判
示
し
て
い
な
い 。

(

9
)

も
っ
と
も 、
本
判
決
の
射
程
に
お
い
て
後
述
す
る
よ
う
に 、
こ
こ
で
の
整
理

は
医
学
的
知
見
が
問
題
と
な
る
事
案 、
す
な
わ
ち 、
人
の
生
命・
身
体
の
安
全
の

保
護
が
問
題
と
な
る
事
案
に
限
定
さ
れ
る 。

(
10)

宅
地
造
成
等
規
制
法
に
基
づ
く
規
制
権
限
の
不
行
使
が
違
法
で
あ
る
と
し
て

国
家
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
事
案
に
お
け
る
広
島
地
判
平
成
二
四・
九·

二
六
判
時
ニ―
七
0
号
七
六
頁 、
県
知
事
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
分
場
の
事
業
者

に
対
す
る
除
去
の
義
務
付
け
を
求
め
た
非
申
請
型
義
務
付
け
請
求
訴
訟
の
事
案
に

お
け
る
福
岡
高
判
平
成
二
三・
ニ
・

七
判
時
ニー
ニ
ニ
号
四
五
頁
等 。

(

11
)

松
本・
前
掲
注
(

3
)、
九
四
ー

九
五
頁 。
本
判
決
匿
名
評
釈·
判
時
ニ
ニ

四一
号
四
頁
も
参
照 。

(

12
)

前
掲
注
(

8
)

も
参
照 。

(
13)

な
お 、
こ
の
通
達
へ
の
着
目
は 、
「

罰
則
を
も
っ
て
L

設
置
の
義
務
付
け
を

行
う
べ
き
旨
の
判
示
と
対
の
関
係
に
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が 、
必
ず
し
も
そ

う
と
は
い
え
な
い 。
本
件
訴
訟
に
お
い
て 、
「

罰
則
を
も
っ
て」
の
文
言
が
初
め

て
判
決
文
に
登
場
す
る
の
は 、
二
陣一
審
判
決
で
あ
り 、
そ
の
論
理
は
以
下
の
通

り
で
あ
る 。
す
な
わ
ち 、
旧
安
衛
則一
七
三
条
は 、
局
所
排
気
装
置
を
適
当
な
措

置
の一
っ
と
し
て
挙
げ
る
に
と
ど
ま
り 、
一
律
に
設
置
を
義
務
付
け
て
い
る
わ
け

で
は
な
か
っ
た 。
し
た
が
っ
て 、
罰
則
を
も
っ
た
義
務
付
け
で
あ
っ
た
と
は
い
え

ず 、
か
か
る
義
務
付
け
は
昭
和
四
六
年―
二
月
二
八
日
の
旧
特
化
則
の
四
条
制
定

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
り 、
そ
の
時
点
ま
で
罰
則
を
も
っ
た
義
務
付
け
を
行

わ
な
か
っ
た
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る 。
注
目
す
べ
き
は 、
同
判
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決
が
す
で
に
通
達
に
着
目、

判
断
上
も
説
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り、

こ
の
こ
と

は、

通
達
と
の
対
比
か
ら
罰
則
を
も
っ
た
義
務
付
け
が
導
か
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

二
陣
高
裁
判
決
が
こ
の
判
示
を
改
め
る
こ
と
な

く
引
用
し
て
い
る
こ
と、

そ
し
て、

二
陣
最
高
裁
判
決
も
同
じ
立
場
を
と
り、
一

陣
最
高
裁
判
決
も
同
じ
判
決
文
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら、
「
罰
則
を
も
っ
た
」

設
置
の
義
務
付
け
は、

通
達
と
の
対
で
は
な
く、

罰
則
を
も
た
な
い
法
令
上
の
規

定
と
の
対
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

(
14)

本
判
決
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
技
術
的
知
見」

と
同
義
で
あ
る
。

(
15)

山
本
隆
司
・

金
山
直
樹
「
（
筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決）

判
批」

法
協
―

二

二
巻
六
号
（
二
0
0
五
年）

一

九
一

ー
一

九
三
頁、

野
呂
充
「
不
作
為
に
対
す
る

救
済」

公
法
研
究
七
一

号
（
二
0
0
九
年）

一

七
五
頁。

(
16)

か
か
る
考
え
は、

筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
と
の
均
衡
と
い
う
点
で
も
評
価

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち、

か
か
る
考
え
に
基
づ
か
な
い
限
り、

行
政
が

装
置
の
普
及
に
努
め
て
い
た
本
件
に
比
べ
、

な
ん
ら
の
措
置
も
と
ら
ず
に、

む
し

ろ
国
策
と
し
て
炭
鉱
事
業
を
推
進
し
て
い
た
筑
豊
じ
ん
肺
最
高
裁
判
決
の
ほ
う

が、

違
法
性
の
発
生
時
点
が
遅
い
と
い
う
の
は
均
衡
を
欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る。

(
17)

前
掲
注
(
10)

の
諸
判
決
の
ほ
か、

建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
す
る
東
京
地
判

平
成
一

八
・

七
・

七
判
時
一

九
四
0
号
三
頁、

同
平
成
二
四
・
―

ニ
・

五
判
時
ニ

一

八
三
号
一

九
四
頁、

大
阪
地
判
平
成
二
八
·
一
・

ニ
ニ
判
タ
一

四
二
六
号
四
九

頁
等。

戸
部
・

前
掲
注
(
3)
、

五
九
頁、

大
塚
・

前
掲
注
(
3）
、
一
―

五
頁
も

参
照。

(
18)

前
掲
注
(
17)

の
大
阪
地
裁
平
成
二
八
年
判
決
参
照。

本
判
決
の
前
に
判
断

が
示
さ
れ
た、

前
掲
注
(
17)

の
東
京
地
裁
平
成
二
四
年
判
決
は、

じ
ん
肺
法
制

定
時
を
基
準
に
し
て
お
り、

大
阪
地
裁
平
成
二
八
年
判
決
で
は
本
判
決
の
影
響
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

八
0
1
六
ー

六
0
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